
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

だ
れ
も
が
健
や
か
で 

幸
せ
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
・
島
田 

住み慣れたところで 

その人らしく過ごせるよう 

ご本人・ご家族に寄り添うケアを 

大切にしています 

お問い合わせ 

島田市訪問看護ステーション 
（居宅介護支援センターはなみずき併設） 

〒427-0007 島田市中河町 283－1 

保健福祉センターはなみずき 2 階 

 

居宅介護支援センターはなみずき併設 

住み慣れたところで 

自分らしく過ごすために 営業日 

月～金 8:30～17:15 

土日・祝日も計画的な訪問看護を行います。 

急変時は、24 時間対応します。 

サービス提供地域 

島田市 市外要相談 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書 

指示書 

①症状や健康状態、薬の内服などの管理 

②痛みや便秘、発熱などの苦痛の緩和 

③点滴や経管栄養、 

傷の処置などの 

医療処置 

④相談と支援 

⑤主治医等関係者との連絡、調整 など 

※24 時間対応体制をとっています 

⑥リハビリテーション 

※理学療法士がご自宅に伺い、ご希望や状態に

合わせた内容を行います。  

訪問看護って？ 

訪問看護は、医師の指示のもと、

看護師等が病気や障害を持った

方を訪問し、看護ケアの提供、 

助言等住み慣れた地域やご家庭

で、その人らしく生活できるよう

お手伝いするサービスです。各種

保険（医療保険、介護保険）に対

応しています。 

サービスの内容は？ 

料金は？ 

各種保険等（医療保険、介護保険）により、

決められた利用料となります。 

詳しくは、ご相談ください。 

利用できる人は？ 

病気や障害のために、訪問看護を必要と

する方、年齢制限はありません。 

利用するには？ 

訪問看護ステーションとの契約が必要です。 
 

まずは、担当の 

ケアマネージャーや 

訪問看護ステーションに 

お気軽に 

ご相談ください。 

利用の流れ 

利用者さま 

訪問看護 
ステーション 

受診 
往診 

訪問 
看護 

医師 

契約書 

お気軽に 

お問い合わせ 

ください 

お問い合わせ 

（０５４７） 

３４‐３２８４ 

ケアマネ 
ージャー 

リハビリ 

ご利用の例 

こんなときにご相談ください 

ケア 
プラン 

申込み 

退院することになったけど家での生活が不安 

最期まで自宅で過ごしたい、過ごさせてあげたい 

点滴や処置、リハビリを自宅で行いたい  

家族だけでは家での療養が難しい    など 

報告書 

提供票 

※保険の種類によって流れが異なるため、 
詳しくはお問合せください。 


